
第
一
種
修
学
資
金

種

類

号

外�十五
平

成
二
十
年

四

月

一

日

国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
医
学
部
医
学
科
の
地
域
枠
入
学
者
で
あ
っ
て
、

大
学
卒
業
後
の
一
定
期
間
、
県
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
業
務
に
従

貸

付

け

の

対

象

者

目

次

規

則

○
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

医
療
整
備
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

同

)

一
五

規

則

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

総
則)

第
一
条

県
は
、
県
内
の
地
域
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
大
学(

以
下｢

大
学｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
医
学
を
履
修
す
る
課

程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
県
内
の
医
療
機
関(

医
療
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

号)

第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
お
い
て
同
法
第
三
十

条
の
四
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
に
係
る
業
務(

以
下
単
に｢

業
務｣

と
い
う
。)

に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
意
思
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
修
学
資
金
を
貸
し
付

け
る
も
の
と
し
、
そ
の
貸
付
け
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

貸
付
け
の
対
象
者
等)

第
二
条

修
学
資
金
の
種
類
及
び
貸
付
け
の
対
象
者
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
学

に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
て
い
る
者
は
、
貸
付
け
の
対
象
者
と
し
な

い
。
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第
二
種
修
学
資
金

国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
医
学
部
医
学
科
に
在
学
す
る
者(

地
域
枠
入

学
者
を
除
く
。)

又
は
国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
以
外
の
大
学
の
医
学

を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
県
内
出
身
者(

学
校
教
育
法
第
一
条
に

規
定
す
る
高
等
学
校(

以
下｢

高
等
学
校｣

と
い
う
。)

の
在
学
期
間

中
、
岐
阜
県
内
に
居
住
し
て
い
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。)

で
あ
っ
て
、
大
学
卒
業
後
の
一
定
期
間
、
県
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、

業
務
に
従
事
す
る
意
思
の
あ
る
も
の

事
す
る
意
思
の
あ
る
も
の

２

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
数
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
決
定
す
る
。

(

修
学
資
金
の
貸
付
額
及
び
貸
付
期
間)

第
三
条

第
一
種
修
学
資
金
の
貸
付
額
は
、
次
の
各
号(

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
入
学

年
度
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一

月
額
十
万
円

二

国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
医
学
部
医
学
科
の
授
業
料
に
相
当
す
る
額

三

国
立
大
学
法
人
岐
阜
大
学
医
学
部
医
学
科
の
入
学
金
に
相
当
す
る
額

２

第
二
種
修
学
資
金
の
貸
付
額
は
、
月
額
十
万
円
と
す
る
。

３

修
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
期
間
は
、
大
学
に
お
け
る
医
学
を
履
修
す
る
課
程
の
正
規
の
修
業
年
限

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

修
学
資
金
の
利
息)

第
四
条

修
学
資
金
は
、
無
利
息
と
す
る
。

(

貸
付
け
の
申
請)

第
五
条

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

貸
付
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
修

学
資
金
貸
付
申
請
書(

別
記
第
一
号
様
式)

に
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

履
歴
書

二

大
学
の
在
学
証
明
書

三

戸
籍
抄
本

四

在
学
す
る
大
学
の
長
又
は
学
部
長
の
推
薦
調
書

五

大
学
の
成
績
証
明
書(

大
学
の
一
年
生
に
在
学
す
る
者
は
、
卒
業
し
た
高
等
学
校
の
成
績
証
明

書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
証
明
書)

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面

(

貸
付
け
の
決
定)

第
六
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
書
面
審

査
及
び
面
接
審
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
貸
付
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書(

別
記
第
二
号
様
式)

又
は
修
学
資
金
貸
付
不
承

認
決
定
通
知
書(

別
記
第
三
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者(

以
下｢

修
学
生｣

と
い

う
。)

は
、
当
該
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
誓
約
書(

別
記
第
四
号

様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

連
帯
保
証
人)

第
七
条

修
学
生
は
、
連
帯
保
証
人(

以
下｢

保
証
人｣

と
い
う
。)

二
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

修
学
生
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
保
証
人
の
う
ち
一
人
は
、
そ
の
者
の
法
定
代
理
人
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

修
学
資
金
の
交
付)

第
八
条

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
資
金
は
、
三
箇
月
分
を
併
せ
て

交
付
す
る
も
の
と
し
、
交
付
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

２

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
修
学
資
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金

の
最
初
の
交
付
時
に
併
せ
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
の
方
法
に

よ
り
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

借
用
証
書)

第
九
条

修
学
生
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
修
学
資
金
借
用
証
書(

別
記
第
五

号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

届
出
義
務)

第
十
条

修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書(

別
記
第
六
号
様
式)

に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

二

退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

修
学
に
堪
え
な
い
程
度
の
心
身
の
故
障
を
生
じ
た
と
き
。

四

休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

五

復
学
し
た
と
き
。

六

保
証
人
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
、
破
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産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
。

七

修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。

八

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
と
き
。

２

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
終
わ
っ
た
者(

以
下｢

借
受
人｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書(

別
記
第
六
号
様
式)

に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え

て
、
速
や
か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
。

二

大
学
を
卒
業
し
た
と
き
。

三

医
師
の
免
許
を
取
得
し
た
と
き
。

四

医
師
の
免
許
を
取
得
し
た
後
、
県
内
の
医
療
機
関
で
医
師
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一

号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修(

以
下｢

臨
床
研
修｣

と
い
う
。)

を
開
始

し
、
休
止
し
、
再
開
し
、
又
は
修
了
し
た
と
き
。

五

県
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
臨
床
研
修
修
了
後
、
業
務
を
開
始
し
、
休
止
し
、
再
開
し
、
又
は

業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

六

業
務
に
従
事
す
る
医
療
機
関
を
変
更
し
た
と
き
。

３

借
受
人
は
、
臨
床
研
修
及
び
業
務
に
従
事
し
て
い
る
間
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
業
務
等
状

況
報
告
書(

別
記
第
七
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の

返
還
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

修
学
生
又
は
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
保
証
人
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

保
証
人
の
変
更)

第
十
一
条

修
学
生
及
び
借
受
人
は
、
保
証
人
が
死
亡
し
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
そ
の
他

保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
代
わ
り
の
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

貸
付
け
の
決
定
の
取
消
し
等)

第
十
二
条

知
事
は
、
修
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け

の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一

大
学
を
退
学
し
た
と
き
。

二

心
身
の
故
障
の
た
め
、
修
学
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

学
業
成
績
又
は
素
行
が
著
し
く
不
良
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。

五

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

六

死
亡
し
た
と
き
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

２

修
学
生
が
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
休
学
し
た
日
又
は
停
学
の
処
分
を
受

け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月
の
分
ま
で
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
行

わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
月
の
分
と
し
て
既
に
交
付
し
た
修
学
資
金

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
修
学
生
が
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
の
月
の
分
と
し
て
貸
し
付

け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

(

修
学
資
金
の
返
還)

第
十
三
条

借
受
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
事
由

が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
、
交
付
を
受
け
た
修
学
資
金
を
一
括

し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
修
学
資
金
の
貸
付
け
を

受
け
た
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間(

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
履
行

が
猶
予
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
期
間
と
当
該
猶
予
さ
れ
た
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間)

内
に
一
括
又

は
分
割
し
て
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

二

大
学
を
卒
業
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
医
師
免
許
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
と

き
。

三

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
債
務
の
当
然
免
除
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と

き
。

２

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起

算
し
て
二
十
日
以
内
に
修
学
資
金
返
還
明
細
書(

別
記
第
八
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

借
受
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
修
学
資
金
返
還
明
細
書
の
内
容
に
変
更
を
加
え
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書(

別
記
第
九
号
様

式)

を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
債
務
の
当
然
免
除)

第
十
四
条

知
事
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
修
学
資
金
の
借
受
人
が
、
医
師
の
免
許
取
得
後
、
直
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第
二
種
修
学
資
金

第
一
種
修
学
資
金

種

類

当
該
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
と
同
期
間(

一
年
に
満
た
な

い
期
間
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間
を
一
年
と
し
て
算
定
し
、
当
該
修
学

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
が
二
年
に
満
た
な
い
と
き
は
二
年
と
す

る
。)

業
務
に
従
事
し
、
う
ち
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間(

一
年
に

満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
切
り
捨
て
る
。)

を
知

事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
勤
務
し
た
と
き
。

当
該
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期

間(

一
年
に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間
を
一
年
と
し
て

算
定
し
、
当
該
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
が
二
年
に
満
た
な

い
と
き
は
三
年
と
す
る
。)

業
務
に
従
事
し
、
う
ち
三
分
の
二
に
相
当

す
る
期
間(
一
年
に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
切

り
捨
て
る
。)
を
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
勤
務
し
た
と
き
。

要

件

ち
に
臨
床
研
修
を
県
内
の
医
療
機
関
で
修
了
し
、
引
き
続
き
県
内
の
医
療
機
関
で
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
要
件
を
満
た
し
て
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
当
該
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免
除
す

る
も
の
と
す
る
。

２

借
受
人
が
、
疾
病
、
災
害
、
出
産
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
に
お
い
て
も
業
務
従
事
の
継
続
性
が
保
持
さ
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
に
は
算
入
し
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
受
人
が
業
務
に
起
因
す
る
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
当
該
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
修
学
資
金
の
返
還
債

務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

(

返
還
債
務
の
裁
量
免
除)

第
十
五
条

知
事
は
、
前
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
借
受
人
が
死
亡
、
疾
病
、
災
害
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又

は
修
学
資
金
の
返
還
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
全
部
又
は
一

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

返
還
免
除
の
申
請)

第
十
六
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人(

以

下｢

免
除
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書(

別
記
第
十
号
様
式)

に
免
除

を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
免
除
の
決
定)

第
十
七
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
免
除
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
一
号
様
式)

又
は
修
学
資
金
返

還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
二
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

返
還
の
猶
予)

第
十
八
条

知
事
は
、
借
受
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
事
由
が
継
続
す
る
期
間
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
後
も
引
き
続

き
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
と
き
。

二

疾
病
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が

認
め
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

猶

予
申
請
者｣

と
い
う
。)

は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書(

別
記
第
十
三
号
様
式)

に
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
由
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

返
還
猶
予
の
決
定)

第
十
九
条

知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
猶
予
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
四
号
様
式)

又
は
修
学
資
金
返

還
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
五
号
様
式)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

延
滞
利
息)

第
二
十
条

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還

す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
四
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延
滞
利
息(

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金

額
を
切
り
捨
て
る
。)

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
雑
則)

第
二
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記

第１号様式 (第５条関係)

修学資金貸付申請書

新規・継続の別 新・継

貸
付
申
請
額

第１種修学資金 第２種修学資金

月額 円
入学金相当額 円
授業料相当額 円

月額 円

本

人

ふ り が な

大 学 名 等

大学
学科

所属する学年
氏 名

生 年 月 日
及 び 年 齢

年 月 日
(満 歳)

大 学 入 学
年 月

年 月
卒 業 予 定
年 月

年 月

現住所及び
電 話 番 号

〒
( ) ―

帰省先住所及
び電話番号

〒
( ) ―

添 付 書 類

１ 履歴書
２ 大学の在学証明書
３ 戸籍抄本
４ 在学する大学の長又は学部長の推薦調書
５ 大学の成績証明書 (大学の１年生に在学する者は､ 卒業した高等学校の成績証明書
又はこれに準ずる証明書)
６ その他知事が必要と認めるもの

上記のとおり､ 岐阜県医学生修学資金の貸付けを受けたいので申請します｡

年 月 日

申請者氏名 �
岐阜県知事 様
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上記の申請者が貸付けを受ける岐阜県医学生修学資金の返還債務については､ 本人と連帯して履行するこ

とを保証します｡

年 月 日

岐 阜 県 知 事 様

連

帯

保

証

人

本 籍

住 所
電 話 番 号

(自宅)

氏 名 � 生 年 月 日
年 月 日

(満 歳)

職 業
本 人 と の

続 柄

本 籍

住 所
電 話 番 号

(自宅)

氏 名 � 生 年 月 日
年 月 日

(満 歳)

職 業
本 人 と の

続 柄

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )６



第２号様式 (第６条関係)

修学資金貸付決定通知書

第 号

年 月 日

様

岐阜県知事 �
年 月 日付けで申請のあった岐阜県医学生修学資金の貸付けについては､ 下記のとおり

貸付けすることに決定しましたので､ 岐阜県医学生修学資金貸付規則第６条第１項の規定により通知します｡

なお､ この通知書受領日から20日以内に誓約書を提出してください｡

記

貸 付 決 定 番 号 第 号

貸 付 金 額 円 ただし､ 無利息

貸 付 期 間 貸 付 金 額 貸 付 金 の 交 付 時 期

年 月 ～ 年 月 円 年 月

年 月 ～ 年 月 円 年 月

年 月 ～ 年 月 円 年 月

年 月 ～ 年 月 円 年 月

備 考

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



第
３
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

修
学
資
金
貸
付
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

�
年

月
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
理
由
に
よ
り
不
承
認
と
決
定
し
ま
し
た
の
で
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資

金
貸
付
規
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由

第
４
号
様
式
(第
６
条
関
係
)

誓
約

書

わ
た
く
し
は
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
に
定
め
る
修
学
生
と
し
て
の
誇
り
を

も
っ
て
､
学
業
に
専
念
し
､
品
位
を
高
め
､
そ
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
誓
い

ま
す
｡

な
お
､
修
学
後
は
､
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
た
め
､
県
内
医
療
機
関
に
医
師
と
し
て
従
事

す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
｡

年
月

日

決
定
番
号

第
号

氏
名�

岐
阜
県
知
事

様
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� � �� � �
上
記
の
と
お
り
借
用
し
ま
し
た
｡

年
月

日

決
定
番
号

第
号

住
所

氏
名

�
岐
阜
県
知
事
様

大
学

名

借
用

期
間

た
だ
し
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金

借
用

金
額

第
１
種

修
学
資
金
借
用
証
書

第
２
種

(名
称
)

(所
在
地
)

年
月

～
年

月

円
利
息
な
し

届
出
内
容

届
出
事
項
の
発
生
年
月
日

届
出
事
項

第
５
号
様
式
(第
９
条
関
係
)

第
６
号
様
式
(第
10条
関
係
)

届
出

書

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

届
出
者
(本
人
)
住
所

氏
名

�
連
絡
先
(電
話
番
号
)

決
定
番
号

第
号

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
10条

第
１
項

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
届

け
出
ま
す
｡

記

添
付
書
類

届
出
内
容
の
欄
に
記
載
す
る
事
実
を
証
す
る
書
面
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備
考

�
上
記
１
か
ら
３
ま
で
の
う
ち
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
み
､
所
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
｡

�
臨
床
研
修
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
｡

３
そ
の
他

２
医
療
機
関
に
勤
務
し
て
い
ま
す
｡

１
臨
床
研
修
に
従
事
し
て
い
ま
す
｡

医
療
機
関

の
所
在
地

医
療
機
関

の
名
称

医
療
機
関

の
所
在
地

医
療
機
関

の
名
称

上
記
の
と
お
り
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
を
返
還
し
ま
す
｡

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

こ
の
資
金
を
借
用
し
修

学
し
た
期
間

返
還

理
由

１
回
の
返
還
額

返
還

期
間

返
還

方
法

返
還

金
額

第
１
種

修
学
資
金
返
還
明
細
書

第
２
種

年
月
～

年
月

(
ヶ
月
)

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
13条
第
１
項
第

号
該
当

第
１
回
目

年
月
か
ら

１
一
括
払
い

２
そ
の
他
(
年
賦
・
半
年
賦
)

円

円
第
２
回
目
以
降

返
還
回
数

円 回

第
７
号
様
式
(第
10条
関
係
)

業
務
等
状
況
報
告
書

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
(本
人
)
住
所

氏
名

�
連
絡
先
(電
話
番
号
)

決
定
番
号

第
号

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
10条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
報
告
し

ま
す
｡

記

第
８
号
様
式
(第
13条
関
係
)
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上
記
の
と
お
り
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
方
法
を
変
更
し
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

変
更
し
よ
う
と
す
る

理
由

変
更
後
１
回
の

返
還

額

変
更
後
の
返
還
期
間

返
還
金
額
の
算
出

返
還

方
法

返
還

金
額

第
１
種

修
学
資
金
返
還
方
法
変
更
承
認
申
請
書

第
２
種

第
１
回
目

円

年
月
か
ら

返
還
方
法
変
更
後
の
返
還
金
額

既
免
除
額

既
返
還
額

借
受
金
額

今
後

現
在

円

１
一
括
払
い

２
そ
の
他
(年

賦
・
半
年
賦
)

１
一
括
払
い

２
そ
の
他
(年

賦
・
半
年
賦
)

第
２
回
目
以
降

変
更
後
の
返
還

回
数

円 円 円 円円 回

上
記
の
と
お
り
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し

ま
す
｡

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

免
許
取
得
年
月
日

理
由
発
生
年
月
日

既
免
除
額

借
受
金
額

免
除
申
請
理
由

免
除
申
請
金
額

第
１
種

修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書

第
２
種

年
月

日

年
月

日

円 円

１
.
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
14条
第
１
項
に
該
当

２
.
業
務
に
起
因
す
る
死
亡

３
.
業
務
に
起
因
す
る
心
身
故
障

４
.
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
15条
に
該
当

５
.
そ
の
他
(

)

円

返
還
額

既
返
還
額

円 円

第
９
号
様
式
(第
13条
関
係
)

第
10号
様
式
(第
16条
関
係
)
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備
考１
添
付
書
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

①
臨
床
研
修
及
び
業
務
に
従
事
し
た
医
療
機
関
の
名
称
及
び
期
間
等
を
証
す
る
書
面

②
休
職
及
び
当
該
期
間
を
証
明
す
る
書
面

③
死
亡
又
は
退
職
の
理
由
及
び
当
該
年
月
日
を
証
す
る
書
面

④
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面

２
免
除
申
請
理
由
は
､
該
当
す
る
も
の
の
数
字
を
○
で
囲
む
こ
と
｡

３
免
許
取
得
後
在
職
し
た
医
療
機
関
を
す
べ
て
記
入
す
る
こ
と
｡

県
内
就
業
期
間
合
計

(臨
床
研
修
を
除
く
｡)

県
内
臨
床
研
修
期
間

合
計

年
月
か
ら

年
月
ま
で

年
月
か
ら

年
月
ま
で

年
月
か
ら

年
月
ま
で

年
月
か
ら

年
月
ま
で

年
月
か
ら

年
月
ま
で

在
職
期
間

在
職
し
た
医
療
機
関

年
カ
月

年
カ
月

医
療
機
関
名

電
話
番
号
(

)
―

所
在
地

医
療
機
関
名

電
話
番
号
(

)
―

所
在
地

医
療
機
関
名

電
話
番
号
(

)
―

所
在
地

医
療
機
関
名

電
話
番
号
(

)
―

所
在
地

医
療
機
関
名

電
話
番
号
(

)
―

所
在
地

在
職
し
た
医
療
機
関
(臨
床
研
修
を
含
む
｡)

う
ち
知
事
の
指
定
す
る
医
療
機
関
勤
務
年
数

年
カ
月

備
考

免
除
金
額

貸
付
期
間

貸
付
金
額

修
学
生
番
号

修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事�

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債

務
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
免
除
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

円 円

第
号

第
11号
様
式
(第
17条
関
係
)
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上
記
の
と
お
り
､
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
た
い
の
で

申
請
し
ま
す
｡

年
月

日

岐
阜
県
知
事
様

借
受
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住

所
氏

名
�

電
話
番
号

既
免
除
額

借
受
金
額

こ
の
資
金
を
借
用

し
修
学
し
た
期
間

猶
予
申
請
理
由

猶
予
申
請
期
間

猶
予
申
請
金
額

第
１
種

修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書

第
２
種

円 円

年
月

～
年

月

１
.
在
学
２
.
疾
病
３
.
災
害
４
.
そ
の
他
(

)

年
月

日

円

返
還
未
済
額

既
返
還
額

か
ら

年
月

日

円 円

ま
で

第
12号
様
式
(第
17条
関
係
)修
学
資
金
返
還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事�

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
不
承
認
と
決
定

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由

第
13号
様
式
(第
18条
関
係
)
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備
考

返
還
期
間

返
還
猶
予
期
間

返
還
猶
予
金
額

修
学
生
番
号

修
学
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事�

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債

務
の
履
行
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
猶
予
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

年
月

日

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

円

第
号

第
14号
様
式
(第
19条
関
係
)

第
15号
様
式
(第
19条
関
係
)修
学
資
金
返
還
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事�

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
不
承
認

と
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

理
由
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岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
一
の
項
中｢

第
一
条
第
二
項｣
を｢

第
一
条
の
三
第
二
項｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

｢

第
三
条
第
三
項｣

を｢

第
三
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条

を
加
え
る
。

(

再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
登
録
の
申
請)

第
四
条

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
五
号
様

式
に
よ
る
申
請
書
に
、
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
申
請)

第
五
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
登
録
を
受

け
た
准
看
護
師(

以
下｢

再
教
育
研
修
修
了
登
録
准
看
護
師｣

と
い
う
。)

は
、
再
教
育
研
修
修
了

登
録
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交
付
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

及
び
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
申
請)

第
六
条

再
教
育
研
修
修
了
登
録
准
看
護
師
は
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ

た
と
き
は
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
准
看
護
師
免
許
証
の
写
し

を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
破
り
、
又
は
汚
し

た
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
を
添
え
て
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

再
教
育
研
修
修
了
登
録
准
看
護
師
は
、
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ

た
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(

合
格
証
明
書
の
交
付
申
請)

第
七
条

省
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢准

看
護
師
籍
訂
正
・
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
｣

を｢准
看
護
師
籍
訂
正
・

免
許
証
書
換
交
付
申
請
書
｣

に
、｢准

看
護
師
籍
訂
正
・
免
許
証
書
換
え
交
付
を
｣

を｢准
看
護
師
籍

訂
正
・
免
許
証
書
換
交
付
を
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第５号様式 (第４条関係)

岐 阜 県 収 入 証 紙 (申請者が消印しないこと)

准看護師再教育研修修了登録証申請書

１ 准看護師再教育研修の開始年月日及び修了年月日

開 始 年 月 日 修 了 年 月 日

年 月 日 年 月 日

２ 個別研修に係る再教育命令を受けた者にあっては､ 助言指導者の氏名

助 言 指 導 者 の 氏 名

上記により､ 准看護師再教育研修修了登録証を申請します｡

年 月 日 免 許 登 録
番 号

免 許 登 録
年 月 日

本 籍
(国 籍)

都 道
府 県

住 所
(〒 ― )

ふりがな 性 別

氏 名 男 ・ 女

生年月日 年 月 日生 電話 ( ) ―

岐阜県知事様

添付書類
１ 免許証の写し

登 録
番 号

※ 県 の 受 付 印

※

登 録
年 月 日

※

(注意) １ ※印の欄は記入しないでください｡
２ 該当する不動文字を○で囲んでください｡
３ 黒ボールペンを用い､ かい書ではっきり記入してください｡
４ 生年月日を記入する際には元号で記入してください｡ ただし､ 日本国籍を有しない者については
西暦で記入してください｡
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別
記
第
六
号
様
式
中｢第

３
条
関
係
｣

を｢第
７
条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
八
号
様
式

と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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第６号様式 (第５条関係)

岐 阜 県 収 入 証 紙 (申請者が消印しないこと)

准看護師再教育研修修了登録証書換交付申請書

年 月 日

岐阜県知事様

住 所
(〒 ― ) 電話 ( ) ―

ふりがな

氏 名

次のとおり､ 記載事項に変更を生じたので､ 准看護師再教育研修修了登録証書換交付を申請します｡

再教育研修修了登録年月日 年 月 日

免許登録番号 免許登録年月日 年 月 日

変更理由 変更年月日 年 月 日

変 更 前 変 更 後

本 籍
(国 籍)

都 道
府 県

都 道
府 県

ふりがな

氏 名

生年月日 年 月 日生 性 別 男 ・ 女

添付書類
１ 准看護師再教育研修修了登録証
２ 免許証の写し
(注意) １ ※印の欄は記入しないでください｡

２ 該当する不動文字を○で囲んでください｡
３ 黒ボールペンを用い､ かい書ではっきり記入してください｡
４ 生年月日を記入する際には元号で記入してください｡ ただし､ 日本国籍を有しない者については
西暦で記入してください｡

登 録
番 号

※ 県 の 受 付 印

※

登 録
年 月 日

※
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第７号様式 (第６条関係)

岐 阜 県 収 入 証 紙 (申請者が消印しないこと)

准看護師再教育研修修了登録証再交付申請書

年 月 日

岐阜県知事様

住 所
(〒 ― ) 電話 ( ) ―

ふりがな

氏 名

次の准看護師再教育研修修了登録証を き損 ・ 亡失 したので､ 准看護師再教育研修修了登
録証の再交付を申請します｡

再教育研修修了登録年月日 年 月 日

免許登録番号 免許登録年月日 年 月 日

本 籍
(国 籍)

都 道
府 県

申 請 の
理 由

ふりがな 性 別

氏 名 男 ・ 女

生年月日 年 月 日生

添付書類
１ 免許証の写し
２ き損の場合はその准看護師再教育研修修了登録証
(注意) １ ※印の欄は記入しないでください｡

２ 該当する不動文字を○で囲んでください｡
３ 黒ボールペンを用い､ かい書ではっきり記入してください｡
４ 生年月日を記入する際には元号で記入してください｡ ただし､ 日本国籍を有しない者については
西暦で記入してください｡

登 録
番 号

※ 県 の 受 付 印

※

登 録
年 月 日

※

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


